
報告２ 

中津川市地域公共交通計画への移行について 

 

 

 中津川市公共交通会議では、地域公共交通活性化再生法に基づき、平成３０年３月に中津川市地

域公共交通網形成計画を策定し、公共交通ネットワークの維持、活性化に向けた各種施策を実施し

てきました。令和元年６月には、これまでの事業の進捗状況や公共交通を取り巻く状況の変化を踏

まえ、施策を実情に合わせて具体化させたり、新たな施策を計画に位置付けたりする必要があると

して改定を行いました。 

そのような状況の中、令和２年１１月には地域公共交通活性化再生法が改正されました。地域公

共交通網形成計画は名称を「地域公共交通計画」と改められ、法改正前に策定された地域公共交通

網形成計画は、同法施行日をもって地域公共交通計画とみなされています。 

令和３年３月末をもって東鉄バス中津川線及び蛭川線が廃止されたことで、地域公共交通網形成

計画に掲げる「維持する地域公共交通ネットワーク」が変化していることなどを踏まえた計画記載

内容の見直しを行い、現計画を法改正に沿って正式に中津川市地域公共交通計画へと移行します。 

 

 

１．中津川市地域公共交通網形成計画策定の経緯 

・平成２６年２月 

中津川市地域公共交通総合連携計画を策定。 

・平成３０年３月 

中津川市地域公共交通総合連携計画の計画期間終了に伴い、今後の交通体系のあり方を示す計

画として中津川市地域公共交通網形成計画を策定。 

・令和元年６月 

策定後からの事業の進捗状況を踏まえ、事業の追加、統合、記載内容の修正などを見直し、計

画を改定。 

・令和２年１１月 

 地域公共交通活性化再生法が改正され、中津川市地域公共交通網形成計画は「地域公共交通計

画」とみなされる。 

 

 

２．中津川市地域公共交通計画へ移行するために見直す内容 

①正式に公共交通計画に位置付ける（計画名称の変更） 

   計画名称は「中津川市地域公共交通網形成計画」のままとしても法令上の支障はありません

が、改正法の趣旨を踏まえ、「中津川市地域公共交通計画」へ名称変更をします。計画名称変

更にあわせて本文中の記載を見直します。 

 

②東鉄バス撤退に伴う記載内容の見直し 

   令和３年３月末で東鉄バス中津川線及び蛭川線が撤退したことを受け、本文中の記載を見直

すとともに、「第４章 地域公共交通網形成計画の基本的な考え方」に掲げる維持する地域公

共交通ネットワークの図を変更します。 



 

 

 

③事業進捗状況に合わせた記載内容の見直し 

   これまでの事業の進捗状況を踏まえ、「第５章 公共交通網を維持するために行う事業」に

新規事業の追加、記載内容の修正などを行います。 

 

 

３．見直しのスケジュール 

 令和３年度中に見直し内容を検討します。冬頃に開催予定の中津川市公共交通会議で計画案

を協議していただき、策定します。 

 

 

 

資料３－１ 地域公共交通活性化再生法のポイント、移行手続き（岐阜運輸支局資料抜粋） 

資料３－２ 中津川市地域公共交通計画への移行（概要図） 
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H30年度～R2年度 R3年度 R4年度 R5年度～

改
定

• 計画期間：H30～R4
• 根拠法令：地域公共
交通の活性化及び再
生に関する法律（活
性化再生法）

中津川市
地域公共交通網形成計画

正式に移行

見直し

法改正前に策定された地域公共交通網
形成計画は、R2.11.27（同法施行
日）をもって、地域公共交通計画とみ
なされている。

• 正式に公共交通計画に位置付
ける（計画名称の変更）

• 東鉄バス撤退を受け、維持す
る地域公共交通ネットワーク
図の修正

• 事業進捗状況に合わせた記載
内容の見直し

策
定

法
改
正

地域公共交通計画とみなされている

中津川市
地域公共交通計画

中津川市地域公共交通計画への移行（概要図）

策
定

策定 第2次中津川市
地域公共交通計画

R4年度検討
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